
資　　　産　　　の　　　部 負　　債　　の　　部

1,058,465 468,867

現 金 及 び 預 金 630,544 1 年 内 固 定 負 債 31,704

受 取 手 形 3,683 買 掛 金 74,034

売 掛 金 173,894 未 払 金 29,693

未 収 入 金 88,516 未 払 費 用 80,415

製 品 93,628 預 り 金 6,970

貯 蔵 品 52,413 納 税 引 当 金 10,099

関 係 会 社 短 期 債 権 14,819 関 係 会 社 短 期 債 務 230,158

そ の 他 流 動 資 産 3,599 そ の 他 流 動 負 債 5,791

貸 倒 引 当 金 △ 2,634

1,005,770 129,794

957,615 長 期 借 入 金 29,526

営 業 設 備 768,500 そ の 他 固 定 負 債 100,268

簡 易 ガ ス 設 備 188,686

建 設 仮 勘 定 428 負 債 合 計 598,661

44,248 1,465,573

20,000

3,905

投 資 有 価 証 券 780 1,445,573

関 係 会 社 投 資 1,900 5,000

そ の 他 投 資 1,225 1,440,573

別 途 積 立 金 1,395,000

繰 越 利 益 剰 余 金 45,573

純 資 産 合 計 1,465,573

資 産 合 計 2,064,235 負 債 ・ 純 資 産 合 計 2,064,235

固 定 資 産 固 定 負 債

貸　 借　 対　 照　 表
（令和７年１２月３１日現在）

（単位：千円）

流 動 資 産 流 動 負 債

利 益 剰 余 金

利 益 準 備 金

そ の 他 利 益 剰 余 金

有 形 固 定 資 産

純　 資　 産　 の　 部

無 形 固 定 資 産 株 主 資 本

資 本 金

投 資 そ の 他 の 資 産



１.　重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1)　資産の評価基準および評価方法

①　有価証券

移動平均法による原価法によっております。

②　たな卸資産（製品・貯蔵品）

移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）によって

おります。

(2)　固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

定率法によっております。ただし平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）、ならびに、

平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備および構築物については、定額法によっております。

②　無形固定資産

定額法によっております。ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づく

定額法によっております。

(3)　引当金の計上基準

①　貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については法人税法の規定による法定繰入率より計上

しております。

(4)　その他貸借対照表等の作成のための基本となる重要な事項

①　リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の

賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(5)　 重要な収益及び費用の計上基準

　　①  製品の販売に係る収益

製品の販売については、顧客との契約の中で据付を必要としない製品は引渡時点に、また、顧客との契約の

中で据付を必要とする製品は据付が完了した時点に、顧客が当該製品に対する支配を獲得し、履行義務が

充足されると判断し、当該時点において収益を認識しております。

なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、顧客との契約の

中で据付を必要としない製品の国内販売において、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転されるまでの  

期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。

また、ガス販売に係る収益は、毎月の検針により使用量を計量し、それに基づき算定される料金を当月分の収

益とする検針日基準により計上しております。

②　不動産賃貸に係る収益

不動産賃貸収入は、顧客との賃貸借契約に基づき当社の資産を顧客が使用した時点で収益を認識しており

ます。

2.　当期純利益

当期純利益は 42,784,136 円であります。

個  別  注  記  表

（令和7年1月1日から令和7年12月31日まで）

 


